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１ 給与勧告の仕組みと本年の給与改定 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
（注） 行政職員とは、行政職給料表及び事務職給料表の適用を受ける職員（5,118 人）のうち、国家公務員の福祉職俸給表の適用を受ける者に相当する職員及び平成26 年４

月１日付け新規学卒の採用者（158人）を除いたもの

給料表 職員の例 職員数 平均年齢 

 

行政職給料表 

 

一般行政職員 

人 

4,339 

歳 

43.4 

事務職給料表 小・中・高校等の事務職員 779 44.9 

研究職給料表 研究員 266 41.6 

医療職給料表(1) 医師、歯科医師  87 47.0 

医療職給料表(2) 薬剤師、栄養士等 279 41.2 

医療職給料表(3) 保健師、看護師 562 38.4 

技術職給料表(1) 学校栄養士 103 40.3 

技術職給料表(2) 学校看護師 2 55.0 

公安職給料表 警察官 3,256 37.8 

教育職給料表(1) 高校、特別支援学校の教員 3,468 44.5 

教育職給料表(2) 小・中学校の教員  9,814 45.0 

計 22,955 43.3 

技術職(1)

0.4%

技術職(2)

0.0%

医療職(3)

2.4%

医療職(1)

0.4%

研究職

1.2%

事務職

3.4%

公安職

14.2%

教育職(1) 
15.1%

教育職(2)

42.8%

行政職 
18.9%

医療職(2)

1.2%

１－① 給与勧告の対象職員 

平成26年４月１日現在の給与勧告対象職員（再任用職員及び休職者等を除く。）は22,955人（平均年齢は43.3歳）であり、このうち、

民間給与との比較を行っている行政職員（注）は、4,960人（平均年齢44.2歳）で、全体の21.6％となっています。 

また、教育職給料表適用職員については、57.9％と全体の半数以上を占めています。 
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勧告の取扱い決定 給与条例の改正 

 

 

 栃木県人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、職員の給与水準を民間の給与水準に均

衡させることを基本とし、人事院勧告の内容等を踏まえて、勧告を行っています。 

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に職員の特別給（期

末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。 

１－② 給与勧告の手順 

民間給与の調査（実地） 

（企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上） 

（調査対象事業所873事業所から190事業所を無作為抽出） 

職員給与の調査 

（個人別給与） 

（約23,000人全員を対象） 

給与改定や

諸手当の 

支給状況 

過去１年間（前年８月 

から当年７月まで）の 

ボーナスの支給状況 

民間の特別給の年間支給

割合との比較 

４月分給与 

対象 約7,000人 

＊給与改定の有無に関わらず調査 

４月分給与 
（行政職員） 

民間と職員（行政職員）の給与を比較（公民比較） 

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式） 

情勢適応の原則（民間準拠） 

水準の改定、給与等制度の見直し 
各任命権者、職員団体等

の要望・意見を聴取 

人事院勧告、他の都道府県

の動向等を考慮 

県知事 県議会 条例案提出 

事業所別調査 従業員別調査 

人事委員会給与勧告・報告 
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           （役職段階）     （学歴）   （年齢階層）        （民間給与総額Ａ）  （職員給与総額Ｂ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－③ 民間給与との比較方法(ラスパイレス比較) 

 月例給の職員給与と民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要す

る支給総額（Ａ）が、職員給与の支給総額（Ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。具体的には、以下のとおり、役職段

階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者

の水準を比較しています。また、本年は、民間における①部長と課長の間に位置付けられる従業員、②課長と係長の間に位置付けられる

従業員、③係長と係員の間に位置付けられる従業員を、それぞれ部次長、課長代理、主任として取り扱うこととしています。 

２級（主事・技師） 

３級（係長、主任） 

４級（係長） 

９級（部長） 

５級（課長補佐） 

６級（課長、 

課長補佐） 

７級（課長） 

民間給与×県職員数 職員給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

民間給与×県職員数 

職員給与×県職員数 

職員給与×県職員数 

職員給与×県職員数 

各役職段階ごとに「１級（主事・技師）」と同

様、学歴別、年齢階層別に民間給与及び職員

給与を算定 

民間給与総額 
÷県職員総数 
＝383,985円（a） 

職員給与総額 
÷県職員総数 
＝383,130円（b） 

職員給与と民間給与との較差 
855円（0.22%） 
算定方法 (a)-(b) 

行政職員 

(事務・技

術職員) 

１級（主事・技師） 大 卒 
22・23歳 

短大卒 

高 卒 

中 卒 

20・21歳 

18・19歳 

16・17歳 

８級（部次長） 

24・25歳 
26・27歳 
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                                             改 定   795円（0.21％） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－④ 民間給与との較差に基づく給与改定 

本年の民間給与との較差、人事院勧告の内容等を踏まえて、以下のとおり、月例給の引上げを行うこととしました。 

 

 

民間給与 

 383,985円 

 

 

職員給与 

 383,130円 

給  料        775円 較差  855円 

(0.22%) 

はね返り分       20円 

比 較 

注）「はね返り分」とは、地域手当等のよ

うに、給料等の一定割合で手当額が定め

られているため、給料等の改定に伴い手

当額が増減する分をいう。 
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     （１）行政職給料表 

         世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら広い範囲の号給について引上げ 

              若年層：初任給の引上げと同程度 

３級以上の級の高位号給：50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、据置き 

         初任給 行政職員（大卒程度）180,800円（現行 178,800円） 行政職員（高卒程度）146,500円（現行 144,500円） 

      （２）その他の給料表 

        行政職給料表との均衡を基本に所要の改定 

 
医師に対する初任給調 

医師に対する初任給調整手当について、医療職給料表(1)の改定状況を勘案し、所要の改定 

   

交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で引上げ 

   

民間の年間支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引き上げ、4.10月に改定（現行3.95月） 

     引上げ分は、民間の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分 

 

    

新たな気象データ（メッシュ平年値2010）を地域区分の指定基準に当てはめ、支給地域を改定（現行の支給地域は全て除外） 

事務所の所在する地域の寒冷及び積雪の度が、寒冷地の指定基準を満たす場合、支給対象 

        改定日の前日から支給地域から除外される地域に引き続き勤務している職員等に対し、所要の経過措置 

       

 

給料表、初任給調整手当、通勤手当及び期末手当・勤勉手当：平成26年４月１日  寒冷地手当：平成27年４月１日   

１－⑤ 本年の給与改定 

１ 給 料 表 

２ 初任給調整手当 

３ 通勤手当 

４ 期末手当・勤勉手当 

５ 寒冷地手当 

６ 実施時期 
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                                                             （単位：円） 

役 職 年 齢 家 族 構 成 
勧告前 勧告後 年間給与 

額の差 月 額 年間給与 月 額 年間給与 

主  事 25歳 独身 210,535    3,358,033   212,380    3,419,318    61,285 

主 任 35歳 配偶者、子1人   311,702    5,002,275   313,137    5,071,618    69,343 

係 長 45歳 配偶者、子２人   408,975    6,638,189   410,000    6,718,198    80,009 

課長補佐 50歳 配偶者、子２人   462,787    7,583,975   462,992    7,660,864    76,889 

課 長 55歳 配偶者   539,371    8,523,949   540,183    8,614,314    90,365 

部 長 58歳 配偶者   643,179   10,616,588   643,788   10,736,384   119,796 

行政職員平均（44.2歳）   383,130    6,201,829   383,925    6,274,754    72,925 

（注）  モデル給与例の月額及び年間給与は、給料月額、扶養手当、給料の特別調整額及び地域手当（2.5％）を基礎に算出 

    （課長：給料の特別調整額(79,700円)、部長：給料の特別調整額(114,700円)） 

 
 
 
 

１－⑥ 職員(行政職員)モデル給与例 
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月例給 特別給（ボーナス） 行政職員の平均年間給与 

改定率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率 

平成１１年 ０．２５％ ４．９５月 ▲０．３０月 ▲１０．７万円 ▲１．６％ 

平成１２年 ０．１１％ ４．７５月 ▲０．２０月 ▲７．５万円 ▲１．１％ 

平成１３年 ０．０５％ ４．７０月 ▲０．０５月 ▲１．９万円 ▲０．３％ 

平成１４年 ▲１．９５％ ４．６５月 ▲０．０５月 ▲１５．９万円 ▲２．３％ 

平成１５年 ▲１．０６％ ４．４０月 ▲０．２５月 ▲１７．６万円 ▲２．６％ 

平成１６年 勧告なし(注) ４．４０月 － － － 

平成１７年 ▲０．３５％ ４．４５月 ０．０５月 ▲０．３万円 ▲０．０４％ 

平成１８年 ０．４９％ ４．４５月 － ３．２万円 ０．５％ 

平成１９年 １．０１％ ４．５０月 ０．０５月 ８．７万円 １．３％ 

平成２０年 ０．３８％ ４．５０月 － ２．６万円 ０．４％ 

平成２１年 ▲０．２６％ ４．１５月 ▲０．３５月 ▲１６．１万円 ▲２．４％ 

平成２２年 ▲０．２８％ ３．９５月 ▲０．２０月 ▲１０．０万円 ▲１．６％ 

平成２３年 ▲０．３０％ ３．９５月 － ▲１．９万円 ▲０．３％ 

平成２４年 勧告なし(注) ３．９５月 － － － 

平成２５年 勧告なし(注) ３．９５月 － － － 

平成２６年 ０．２１％ ４．１０月 ０．１５月 ７．３万円 １．２％ 

（注） 平成１６年、平成２４年及び平成２５年においては、給与水準改定以外の勧告あり。 

１－⑦ 最近の給与勧告の実施状況(行政職員関係) 

 職員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、月例給又は特別給の減額による年間給与の減少又は据置きが続いてい

ましたが、本年は、平成20年以来６年ぶりに年間給与が増額となりました。 
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２ 給与制度の総合的見直し 

 
 
 
 

 

 

 

         

  

 

 

  

 

 

          給料表水準                             地域手当の見直し  

給                                  最大４％ 

料                                  引下げ 

月                                            平均２％ 

額                                    引下げ  

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

年 度 支給割合 

平成27年度 2.9％ 

平成28年度 3.3%を超えない範囲内で 

人事委員会規則で 

定める割合 平成29年度 

平成30年度 3.3％ 

２－① 世代間の給与配分等の見直し 

○ 国に準じて給料表の水準を平均２％引き下げます。 

○ 給料表水準の引下げに伴い、地域手当の支給割合を3.3％に段階的に引き上げます（現行2.5％）。 

○ 50歳台後半層の職員給与が民間給与を上回っている状況を踏まえ、世代間の給与配分を適正化する観点から、給料表の水準を平均２％引き

下げる中で、50歳台後半層の職員が多く在職する高位の号給の給料月額について、最大で４％程度引き下げます。 

○ 一方、若年層の職員給与は民間給与を下回っている状況にあることから、人材確保への影響等を考慮し、初任給にかかる号給の給料月額等

については引下げを行いません。 

 

   55歳を超える職員（行政職給料表(1)６級相当以上）に対する給料等の１％減額支給措置は廃止します。 

 

50歳台

後半 

年齢 
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    まｒｙ 

     ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２－② 諸手当の見直し 

   職務や勤務実績に応じ、国に準じて次の手当を見直します。 

 

【２】管理職員特別勤務手当 

  

○ 管理監督職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要により、

やむを得ず平日深夜（午前０時から午前５時までの間）に勤務

した場合に対しても、勤務１回につき、6,000円を超えない範囲

内の額の手当を支給します。 

 

 

 

【１】単身赴任手当 

 

○ 公務の支給額が民間を下回っていることや、国の改定を踏ま

え、手当額を引き上げます。 

 

【基礎額】23,000円 → 30,000円 

【加算額の限度】45,000円 → 70,000円 
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 ２－③ 給料表水準の引下げに伴う経過措置（激変緩和措置） 

給料表水準の引下げとなる職員に配慮し、円滑に見直しを行うため、新たな給料表の給料月額が、切替え日の前日（平成27年３月31日）

に受けていた給料月額に達しない職員に対しては、平成27年４月１日から平成30年３月31日までの３年間に限り、経過措置としてその

差額を支給します。 

 

早期に経過措置の対象者でなくなる場合 ３年間、経過措置の対象者である場合 

27年度 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

見直し後の 

給料月額 

見直し後の 

給料月額 

（昇給等） 

 （昇給等） 

 

H27.3.31時点

の給料月額 

経過措置額

の受給終了 

経過措置の期限

(H30.3.31) 

H27.3.31時点

の給料月額 

経過措置の期限

(H30.3.31) 

経過 
措置額 

経過 
措置額 

28年度 29年度 30年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

平
均
２
％
引
下
げ 

平
均
２
％
引
下
げ 
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 平成27年４月～ 平成28年４月～ 平成29年４月～ 平成30年４月～ 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

２－④ 給与制度の総合的見直しの実施スケジュール 

 

職務、勤務 

実績に応じた 

見直し等 

 

地域手当の見直し 

管理職員 

特別勤務手当 

の見直し 

支給割合を段階的に引上げ 

給料表水準の 

引下げに伴う経過措置 

 

・経過措置は平成30年 

４月１日に廃止 

・55歳超職員の1％減額 

支給措置も同日に廃止 
 

世代間の 

給与配分等 

の見直し 

・給料表水準の引下げ 

（平均２％引下げ） 

・50歳台後半層の 

水準見直し 

支給額を段階的に引上げ 単身赴任手当の見直し

し 


